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障害者 (しょうがいしゃ)の方 (かた)を対象 (たいしょう)とした
新潟県 (にいがたけん)会計 (かいけい)年度 (ねんど)任用 (にんよう)職員 (しょくいん)（一般 (いっぱん)）募集 (ぼしゅう)のお知 (し)らせ
令和 (れいわ)８年 (ねん)３月 (がつ)４日 (にち)
新潟県 (にいがたけん)上越 (じょうえつ)地域 (ちいき)振興局 (しんこうきょく)
	  受付期間 (うけつけきかん)    令和 (れいわ)８年 (ねん)３月 (がつ)　４日 (にち)（水 (すい)）～ 令和 (れいわ)８年 (ねん)３月 (がつ)１０日 (にち)（火 (か)）
  考 (こう) 査 (さ) 日 (び)    令和 (れいわ)８年 (ねん)３月 (がつ)１３日 (にち)（金 (きん)）

	



 上越 (じょうえつ)地域 (ちいき)振興局 (しんこうきょく)で勤務 (きんむ)する会計 (かいけい)年度 (ねんど)任用 (にんよう)職員 (しょくいん)（一般 (いっぱん)）を募集 (ぼしゅう)します。
	 ●会計 (かいけい)年度 (ねんど)任用 (にんよう)職員 (しょくいん)（一般 (いっぱん)）とは：
　 １年 (ねん)以内 (いない)の期間 (きかん)で任用 (にんよう)し、正規 (せいき)職員 (しょくいん)の補助的 (ほじょてき)業務 (ぎょうむ)に従事 (じゅうじ)する短時間 (たんじかん)勤務 (きんむ)の職員 (しょくいん)です。
 ●採 (さい)　用 (よう)　時 (じ)　期 (き)：原則 (げんそく)として、令和 (れいわ)８年 (ねん)４月 (がつ)１日 (にち)（水 (すい)）から採用 (さいよう)します。
 ●任 (にん)　用 (よう)　期 (き)　間 (かん)：令和 (れいわ)８年 (ねん)４月 (がつ)１日 (にち)～令和 (れいわ)９年 (ねん)３月 (がつ)３１日 (にち)
　　　　　　　　　※ 勤務 (きんむ)成績 (せいせき)が良好 (りょうこう)で、当該 (とうがい)会計 (かいけい)年度 (ねんど)任用 (にんよう)職員 (しょくいん)の職 (しょく)が継続 (けいぞく)される場合 (ばあい)
には、２回 (かい)（通算 (つうさん)３年 (　ねん)）まで再度 (さいど)任用 (にんよう)する場合 (ばあい)があります。

	



１　採用 (さいよう)人数 (にんずう)・業務 (ぎょうむ)内容 (ないよう)等 (とう)
	職種 (しょくしゅ)
	人数 (にんずう)
	業務 (ぎょうむ)内容 (ないよう)
	勤務 (きんむ)場所 (ばしょ)

	会計 (かいけい)年度 (ねんど)
任用 (にんよう)職員 (しょくいん)
（一般 (いっぱん)）
	１ (ひ)人 (とり)
	パソコンを用 (もち)いた簡単 (かんたん)な資料 (しりょう)作成 (さくせい)、データ入力 (にゅうりょく)、文書 (ぶんしょ)の収発 (しゅうはつ)、帳票 (ちょうひょう)や図面 (ずめん)の作成 (さくせい)及 (およ)び窓口 (まどぐち)対応 (たいおう)などの補助的 (ほじょてき)業務 (ぎょうむ)に従事 (じゅうじ)します。
	上越地域 (ちいき)振興局 (しんこうきょく)
企画 (きかく)振興部 (しんこうぶ)

	
	
	
	


 ※　採用 (さいよう)人数 (にんずう)は、変更 (へんこう)になる場合 (ばあい)があります。

２　応募 (おうぼ)の要件 (ようけん)等 (とう)
　（１）考査 (こうさ)日 (び)現在 (げんざい)で次 (つぎ)のいずれかの要件 (ようけん)を満たす (み)人 (ひと)が受験 (じゅけん)できます。
ア　身体 (しんたい)障害者 (しょうがいしゃ)手帳 (てちょう)の交付 (こうふ)を受けて (う)いる人 (ひと)
イ　療育 (りょういく)手帳 (てちょう)の交付 (こうふ)を受けて (うけて)いる人 (ひと)
ウ　精神 (せいしん)障害者 (しょうがいしゃ)保健 (ほけん)福祉 (ふくし)手帳 (てちょう)の交付 (こうふ)を受 (う)けている人 (ひと)
　（２）次 (つぎ)のいずれかに該当 (がいとう)する人 (ひと)は受験 (じゅけん)できません。
ア　拘禁刑 (こうきんけい)以上 (いじょう)の刑 (けい)に処 (しょ)せられ、その執行 (しっこう)を終 (お)わるまで又 (また)はその執行 (しっこう)を受 (う)けることがなくなるま
での人 (ひと)
イ　新潟県 (にいがたけん)職員 (しょくいん)として懲戒 (ちょうかい)免職 (めんしょく)の処分 (しょぶん)を受 (う)け、当該 (とうがい)処分 (しょぶん)の日 (ひ)から２年 (ねん)を経過 (けいか)しない人 (ひと)
ウ　日本 (にほん)国 (こく)憲法 (けんぽう)施行 (せこう)の日 (ひ)以後 (いご)において、日本 (にほん)国 (こく)憲法 (けんぽう)又 (また)はその下 (もと)に成立 (せいりつ)した政府 (せいふ)を暴力 (ぼうりょく)で破壊 (はかい)することを主張 (しゅちょう)する政党 (せいとう)その他 (た)の団体 (だんたい)を結成 (けっせい)し、又 (また)はこれに加入 (かにゅう)した人 (ひと)
エ　平成 (へいせい)11年 (ねん)改正前 (かいせいまえ)の民法 (みんぽう)の規定 (きてい)による準禁治産 (じゅんきんちさん)の宣告 (せんこく)を受 (う)けている人 (ひと)（心神 (しんしん)耗弱 (こうじゃく)を原因 (げんいん)とするもの以外 (いがい)）
３　考査 (こうさ)の実施 (じっし)
（１） 考査 (こうさ)当日 (とうじつ)の受付 (うけつけ)
	日 (にち)　時 (じ)
	場 (ば)　所 (しょ)

	令和 (れいわ)８年 (ねん)３月 (がつ)１３日 (にち)（金 (きん)）
※ 時間 (じかん)は別途 (べっと)電話 (でんわ)でご連絡 (れんらく)します。
	上越 (じょうえつ)地域 (ちいき)振興局 (しんこうきょく)　本館 (ほんかん)３階 (かい)　企画 (きかく)振興部 (しんこうぶ)
上越市 (じょうえつし)本城町 (もとしろちょう)５番 (ばん)６号 (ごう)
電話 (でんわ)　０２５－５２６－９３０３

	
	


※ 受付 (うけつけ)時 (じ)に、身体 (しんたい)障害者 (しょうがいしゃ)手帳 (てちょう)、療育 (りょういく)手帳 (てちょう)又 (また)は精神 (せいしん)障害者 (しょうがいしゃ)保健 (ほけん)福祉 (ふくし)手帳 (てちょう)の写 (うつ)しを提出 (ていしゅつ)し
てください。

（２） 考査 (こうさ)の内容 (ないよう)
	考査 (こうさ)の方法 (ほうほう)
	考査 (こうさ)の内容 (ないよう)

	面 (めん)　接 (せつ)　考 (こう)　査 (さ)
	会計 (かいけい)年度 (ねんど)任用 (にんよう)職員 (しょくいん)（一般 (いっぱん)）の職務 (しょくむ)への適性 (てきせい)などについて、一人 (ひとり)ずつ面接 (めんせつ)考査 (こうさ)を実施 (じっし)します。

	
	



（３） 留意 (りゅうい)事項 (じこう)
　　ア　当日 (とうじつ)は、指定 (してい)された受付 (うけつけ)時間 (じかん)に、直接 (ちょくせつ)受付 (うけつけ)場所 (ばしょ)までお越 (こ)しください。
遅刻者 (ちこくしゃ)は受験 (じゅけん)できません。
　　イ　当日 (とうじつ)は、以下 (いか)のものを必 (かなら)ず持参 (じさん)してください。
　　　　・鉛筆 (えんぴつ)、消 (け)しゴム、黒 (くろ)のボールペン
　　　　・身体 (しんたい)障害者 (しょうがいしゃ)手帳 (てちょう)、療育 (りょういく)手帳 (てちょう)又 (また)は精神 (せいしん)障害者 (しょうがいしゃ)保健 (ほけん)福祉 (ふくし)手帳 (てちょう)の写し (うつし)
　　ウ　自家用車 (じかようしゃ)でお越 (こ)しの場合 (ばあい)は、来庁者用 (らいちょうしゃよう)駐車場 (ちゅうしゃじょう)（オレンジ線 (せん)の区画 (くかく)）をご利用 (りよう)ください。
エ　ごみは、各自 (かくじ)持 (も)ち帰 (かえ)ください。

４　合否 (ごうひ)の通知 (つうち)
     令和 (れいわ)８年 (ねん)３月 (がつ)下旬 (げじゅん)までに、受験者 (じゅけんしゃ)全員 (ぜんいん)に文書 (ぶんしょ)で合否 (ごうひ)を通知 (つうち)します。

５　考査 (こうさ)結果 (けっか)の情報 (じょうほう)提供 (ていきょう)について
この考査 (こうさ)の結果 (けっか)については、次 (つぎ)のとおり情報 (じょうほう)提供 (ていきょう)ををすることができます。情報 (じょうほう)提供 (ていきょう)を希望 (きぼう)する場合 (ばあい)は、受験者 (じゅけんしゃ)本人 (ほんにん)が、合否 (ごうひ)通知書 (つうちしょ)をお持 (も)ちの上 (うえ)、直接 (ちょくせつ)提供 (ていきょう)場所 (ばしょ)へおいでください。なお、電話 (でんわ)やメール等による請求 (せいきゅう)はできません。
	提供 (ていきょう)請求 (せいきゅう)
できる人 (ひと)
	提 (てい) 供 (きょう) 内 (ない) 容 (よう)
	提 (てい) 供 (きょう) 期 (き) 間 (かん)
（土 (ど)・日 (にち)、祝日 (しゅくじつ)を除 (のぞ)く）
	提供 (ていきょう)時間 (じかん)
（正午 (しょうご)から午後 (ごご)1 (１)時 (じ)までを除 (のぞ)く）
	提供 (ていきょう)場所 (ばしょ)

	選考 (せんこう)考査 (こうさ)の受験者 (じゅけんしゃ)
	選考 (せんこう)考査 (こうさ)の総合 (そうごう)ランク
	選考 (せんこう)考査 (こうさ)の結果 (けっか)(合否 (ごうひ))通知 (つうち)日 (び)から１か月間 (げつかん)
	午前 (ごぜん)８時 (じ)３０分 (ふん)から
午後 (ごご)５時 (じ)１５分 (ふん)まで
	上越 (じょうえつ)地域 (ちいき)振興局 (しんこうきょく)
企画 (きかく)振興部 (しんこうぶ)

	
	
	
	
	


６　勤務 (きんむ)条件 (じょうけん)
（１）勤務 (きんむ)時間 (じかん)等 (とう)
ア　勤 (きん) 務 (む) 日 (び)　月曜日 (げつようび)から金曜日 (きんようび)まで
イ　勤務 (きんむ)時間 (じかん)　１日 (にち)６時間 (じかん)（午前 (ごぜん)９時 (じ)から午後 (ごご)４時 (じ)まで）
　　　　　　　　　ただし、勤務 (きんむ)所属 (しょぞく)によっては勤務 (きんむ)時間 (じかん)の開始 (かいし)・終了 (しゅうりょう)時刻 (じこく)が異 (こと)なる場合 (ばあい)があります。
（２）報酬 (ほうしゅう)　　 日額 (にちがく)７，４８０円 (えん)
※ 正規 (せいき)職員 (しょくいん)の給与 (きゅうよ)改定 (かいてい)に連動 (れんどう)して改定 (かいてい)されます。
※ 上記 (じょうき)報酬 (ほうしゅう)に加 (くわ)え、勤務期間 (きんむきかん)に応 (おう)じて期末 (きまつ)・勤勉 (きんべん)手当 (てあて)（年２回 (ねん２かい)）を支給 (しきゅう)します。
（３）通勤 (つうきん)に要 (よう)する費用 (ひよう)
正規 (せいき)職員 (しょくいん)に支給 (しきゅう)される通勤 (つうきん)手当 (てあて)の額 (がく)を超 (こ)えない範囲内 (はんいない)で支給 (しきゅう)します。
（４）その他 (た)
ア　正規 (せいき)職員 (しょくいん)と同様 (どうよう)に、守秘 (しゅひ)義務 (ぎむ)（職務上 (しょくむじょう)知 (し)り得 (え)た秘密 (ひみつ)を守る義務 (ぎむ)）などの地方 (ちほう)公務員法 (こうむいんほう)の規定 (きてい)が適用 (てきよう)されます。
イ　勤務 (きんむ)公 (こう)署 (しょ)における受動 (じゅどう)喫煙 (きつえん)を防止 (ぼうし)するための措置 (そち)として、敷地内 (しきちない)禁煙 (きんえん)（屋外 (おくがい)に喫煙 (きつえん)場所 (ばしょ)の設置 (せっち)あり）を行 (おこな)っています。

７　申込 (もうしこみ)手続 (てつづき)
	(1)申込 (もうしこみ)方法 (ほうほう)
	　別紙 (べっし)の「会計 (かいけい)年度 (ねんど)任用 (にんよう)職員 (しょくいん)（一般 (いっぱん)・障害者 (しょうがいしゃ)）採用 (さいよう)選考 (せんこう)考査 (こうさ)受験 (じゅけん)申込書 (もうしこみしょ)」に顔 (かお)写真 (しゃしん)貼付 (てんぷ)の上 (うえ)、必要 (ひつよう)事項 (じこう)を記入 (きにゅう)し、新潟県 (にいがたけん)上越 (じょうえつ)地域 (ちいき)振興局 (しんこうきょく)企画 (きかく)振興部 (しんこうぶ)総務 (そうむ)担当 (たんとう)に持参 (じさん)又 (また)は郵送 (ゆうそう)してください。
※　上記 (じょうき)のほか、考査 (こうさ)日 (び)当日 (とうじつ)、身体 (しんたい)障害者 (しょうがいしゃ)手帳 (てちょう)、療育 (りょういく)手帳 (てちょう)又 (また)は精神 (せいしん)障害者 (しょうがいしゃ)保健 (ほけん)福祉 (ふくし)手帳 (てちょう)の写 (うつ)しの提出 (ていしゅつ)が必要 (ひつよう)です。（３　考査 (こうさ)の実施 (じっし)（１）考査 (こうさ)当日 (とうじつ)の受付 (うけつけ)を参照 (さんしょう)）
　郵送 (ゆうそう)で申込書 (もうしこみしょ)を提出 (ていしゅつ)する場合 (ばあい)は、封筒 (ふうとう)の表 (おもて)に「会計 (かいけい)年度 (ねんど)任用 (にんよう)職員 (しょくいん)（一般 (いっぱん)・障害者 (しょうがいしゃ)）採用 (さいよう)選考 (せんこう)考査 (こうさ)受験 (じゅけん)申込 (もうしこみ)書類 (しょるい)在中 (ざいちゅう)」と朱書 (しゅがき)してください。
（県 (けん)のホームページhttp://www.pref.niigata.lg.jp/からダウンロードした申込書 (もうしこみしょ)（Ａ４版 (ばん)両面 (りょうめん)又 (また)はＡ３版 (ばん)２アップ片面 (かためん)、文字 (もじ)色 (いろ)黒 (くろ)で印刷 (いんさつ)）を使用 (しよう)して提出 (ていしゅつ)することもできます。なお、インターネットやメール等 (など)で直接 (ちょくせつ)、申込 (もうしこみ)を行 (おこな)うことはできません。必 (かなら)ず持参 (じさん)又 (また)は郵送 (ゆうそう)で提出 (ていしゅつ)してください。）
※　ハローワークを通 (つう)じて申 (もう)し込 (こ)む場合 (ばあい)には、申込書 (もうしこみしょ)に紹介状 (しょうかいじょう)を添 (そ)えて提出 (ていしゅつ)してください。

	(2)申込 (もうしこみ)
受付期間 (うけつけきかん)
	令和 (れいわ)８年 (ねん)３月 (がつ)４日 (にち)（水 (すい)）から令和 (れいわ)８年 (ねん)３月 (がつ)１０日 (にち)（火 (か)）まで
※ 郵送 (ゆうそう)の場合 (ばあい)は、３月 (がつ)１０日 (にち)までの消印 (けしいん)のあるものに限 (かぎ)り受 (う)け付 (つ)けます。

	(3)持参 (じさん)の場合 (ばあい)
の申込 (もうしこみ)受付 (うけつけ)
時間 (じかん)
	午前 (ごぜん)８時 (じ)３０分 (ふん)から午後 (ごご)５時 (じ)１５分 (ふん)まで
ただし、土曜日 (どようび)・日曜日 (にちようび)及 (およ)び祝日 (しゅくじつ)は除 (のぞ)きます。

	(4)問 (と)い合 (あ)わせ
先 (さき)及 (およ)び
申込先 (もうしこみさき)
	新潟県 (にいがたけん)上越 (じょうえつ)地域 (ちいき)振興局 (しんこうきょく)企画 (きかく)振興部 (しんこうぶ)総務 (そうむ)担当 (たんとう)（上越 (じょうえつ)地域 (ちいき)振興局 (しんこうきょく)　本館 (ほんかん)３階 (かい)）
　〒９４３－８５５１　　上越市 (じょうえつし)本城町 (もとしろちょう)５番６号 (５ばん６ごう)
　電話 (でんわ) ０２５－５２６－９３０３（直通 (ちょくつう)）

	
	




選考考査会場案内図 (せんこうこうさかいじょうあんないず)
[image: ]＜最寄 (もより)の下車 (げしゃ)駅 (えき)＞
えちごトキめき鉄道 (てつどう)高田駅 (たかだえき)下車 (げしゃ)
＜徒歩 (とほ)の場合 (ばあい)＞
高田駅 (たかだえき)から徒歩 (とほ)30分 (ふん)
＜タクシーの場合＞
高田駅 (たかだえき)からタクシーで約 (やく)10分 (ふん)
＜バスの場合＞
高田駅 (たかだえき)から頸城 (くびき)バス「中央 (ちゅうおう)病院 (びょういん)」行 (い)き約 (やく)10分 (ふん)、「上越 (じょうえつ)地域 (ちいき)振興局前 (しんこうきょくまえ)」下車 (げしゃ)徒歩 (とほ)１分 (ふん)
＜自家用車 (じかようしゃ)の場合 (ばあい)＞
国道 (こくどう)18号 (ごう)線 (せん)鴨島 (かもじま)インターチェンジを下 (お)り、
「高田 (たかだ)城址 (じょうし)公園 (こうえん)」方面 (ほうめん)に直進 (ちょくしん)約 (やく)２キロメートル
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